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＜追補＞ 

「ココデル虎の巻」 

追い込みパック（第四版）テキスト 
 

 

本冊子は、平成 30年 3月の『試験問題の作成に関する手引き』の改訂に伴い、本書収載内

容の補正情報をまとめたものです。 

 

※改訂内容については、 

厚生労働省 HP『試験問題作成に関する手引き（平成 30年 3月）』 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/sikenteb

iki_4.pdf 

『（参考）平成 27年 4月版（正誤表反映版）からの改正履歴入り』 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/tebikiri

reki.pdf 

も併せてご確認ください。 

 

※全般にわたる内容 

・DVD では、改訂内容を反映しておりません。改訂部分については、本追補の内容を学習

してください。 

・ちょっとした表記の変更や漢字をひらがなにするなど、内容にそれほど関わらない部分

は取り上げていません。 

・問題は過去問を使用していますので、「薬事法→法」等の修正はしていません。 

→解説は、必要に応じて「薬事法→医薬品医療機器等法」に修正しています。 

・今回改訂された内容で、本教材ではすでに対応している部分については取り上げていま

せん。 
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第 1章 

●P4：2．医薬品のリスク評価 

 

 

●P7：■ 医薬品による副作用 

 

 

●P8：■ 一般用医薬品と医療用医薬品 
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●P12：■ 高齢者への配慮 

 

 

 

第 2章 

●P44：1．全身的に現れる副作用、精神神経系に現れる副作用 
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第 3章 

●P53：2．かぜ薬 

 

 

 

 

●P54 
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●P58：5．鎮暈薬（乗物酔い防止薬） 
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●P60：1．咳止め・痰を出しやすくする薬（鎮咳去痰薬） 

 

 

●P62 
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●P64：2．口腔咽喉薬、うがい薬（含嗽薬） 

 

 

●P77：2．高コレステロール改善薬 

 

 

●P87：Ⅶ 内服アレルギー用薬（鼻炎用内服薬を含む） 
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●P88：Ⅷ 鼻に用いる薬 

 

 

●P90：Ⅸ 眼科用薬 

 

 

●P91：Ⅹ 皮膚に用いる薬 
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●P92：Ⅹ 皮膚に用いる薬 

 

 

●P94 

 
 

●P108：1．消毒薬 
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●P109 

 

 

●P114：1．尿糖・尿タンパク検査薬 

 

 

第 4章 

●P120：Ⅰ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の目的 
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●P132：3．医薬部外品、化粧品、保健機能食品等 

 

 

 

 

●P133 
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●P134：１．許可の種類と許可行為の範囲 

 

 

●P135 

 

 

●P136 
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●P137 

 

 

●P138 

 

●P141：２．リスク区分に応じた販売従事者、情報提供及び陳列 

 

●P148：■ 薬局又は店舗における掲示 
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●P149：■ 特定販売 
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※追加分 

【医薬品の購入等に関する記録等】 

●医薬品を企業間あるいは店舗間で移動させた場合、その記録を付ける必要がある 

 ・記録内容 

① 品名 

② 数量 

③ 購入（または販売）した年月日 

④ 相手先（販売者又は購入者）の氏名又は名称、住所又は所在地、及び電話番号そ

の他の連絡先 

⑤ ④の事項を確認するために提示された資料等（相手先の身元確認） 

⑥ 医薬品の取引をする人（法的には「自然人」と呼ぶ）が、相手先と雇用関係にあ

ること、または取引の指示を受けたことを示す資料 

 さらに、医療用医薬品の場合は 

 ⑦ ロット番号（ロットを構成しない医薬品は製造番号又は製造記号） 

 ⑧ 使用の期限 

についても記載する 

・必須記録項目は①～③ 

・④と⑤は普段から医薬品の取引を行っている相手先の場合は不要 

・⑥は購入する人が雇用された人でない場合（個人薬局の経営者など）は不要 

・⑦と⑧は医療用医薬品に限られ、一般用医薬品等の場合は「記載することが望ましい」

という努力義務 

●チェーン店など、複数の薬局や店舗（事業所）について許可を受けている場合 

・異なる店舗（事業所）間の医薬品の移動時に必要な記録内容 

 ① 品名 

 ② 数量 

 ③ 移転先及び移転元の場所並びに移転の年月日 

 ④ ロット番号（ロットを構成しない医薬品については製造番号又は製造記号） 

 ⑤ 使用の期限 

・必須記録項目は①～③ 

・④と⑤は医療用医薬品に限る（一般用医薬品等では努力義務） 

・記録は、移転先・移転元それぞれが記録し、記載の日から 3年間保存しなければない 

 

  

→①～③は必須記載項目 
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●P150：■ 濫用（等）のおそれのある医薬品 

 

●P152：■ 医薬品等適正広告基準 
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●P153：２．適正な販売方法 
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●P154 

 

 

 

第 5章 

●P161：■「使用上の注意」の記載内容 
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●P165：３．安全性情報など、その他の情報 

 

 

●P166 

 

●P166：４．購入者等に対する情報提供への活用 
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●P169：２．医薬品による副作用等が疑われる場合の報告の仕方 

 
 

●P171：Ⅲ 医薬品の副作用等による健康被害の救済 

 

 

●P172 

 

 

 

 


